
GOVERNANCE

企業統治
UR都市機構におけるコーポレートガバ
ナンスについて紹介します。
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GOVERNANCE

▪ガバナンス体制図

リスク管理
理事長を委員長とする「リスク管理委員会」を設置し、業務の実施におけるリスクの把握、分析及び評価並びにリスク発現時に

おける対応方針等を審議しています。
また、長期間にわたるプロジェクトを多く実施していることから、個別の事業リスクについても、日常的な執行管理のほか定期
的にモニタリングを実施し、必要に応じて事業計画を見直すなど、適切なリスク管理を図っています。

内部統制の推進
独立行政法人通則法及び業務方法書の規定に基づき、内部統制の推進に関する規程を整備しているほか、理事長をトップとし、
役員を構成員とする理事会において、内部統制の推進に関する審議や、実施方針の策定を行っています。また内部統制推進室を
設置して、業務運営等について実態の検証、確認、必要な見直し等を行っています。
また、内部統制の目的や概念が役職員に定着するよう、内部統制研修やイントラネットを活用したeラーニングの実施等により、
意識向上、普及啓発を図っています。
内部統制の推進にあたっては、風通しが良く、活発なコミュニケーションが取れる健全な職場環境を整えることをその目的に掲

げ、役職員それぞれが高い倫理観を持ち、働きがいを感じながら、効果的・効率的に業務を推進していく組織、そして、政策実
施機関としてのミッション達成を通じて、社会にとって必要とされる持続可能な組織の実現を目指しています。

U R

【主な審議機関等】

【監査体制】
契約監視委員会

入札監視委員会
【弁護士、企業経営者、

学識経験者等の外部
有識者等からなる委員会】

監視

監視

事業評価監視委員会
監視

目標の指示
計画の認可等

業績評価
中期計画の認可申請
年度計画の届出

目標案の意見聴取等

意見・勧告

任命

意見

国 土 交 通 大 臣 独立行政法人
評価制度委員会

理  事  会

リスク管理委員会
コンプライアンス委員会

賞罰委員会　等

理  事  長

副理事長

理事長代理

理　　事

評価結果の通知
（必要な場合は業務改善命令）

達成状況の
報告

監査 監　事

内部監査 監 査 室

監査 会 計 監 査 人

会 計 検 査 院会計検査

中期目標、中期計画等

コンプライアンス推進
役職員一人一人がコンプライアンスの実践にあたり取るべき行動の基準として、「コンプライアンス行動規範」を策定しています。
コンプライアンス推進体制については、コンプライアンスに関する事項を審議する機関として、理事長を委員長とする「コンプ

ライアンス委員会」を設置しているほか、役職員による法令違反行為等に関してなされる通報及び相談を取り扱うため、「コンプ
ライアンス通報・相談窓口（内部・外部）」を設置しています。
また、コンプライアンス意識の醸成・向上を図るため、各種の研修等による啓発活動を行っています。
お客様や社会から信用・信頼され、経営体として存続・発展していくために、日常業務においてコンプライアンスに対し真摯

な姿勢で取り組んでいます。

▪コンプライアンス推進体制図

監　事コンプライアンス委員会
（委員長 : 理事長）

事務局 : コンプライアンス・法務部

コンプライアンス通報・相談窓口（内部）

通 報・
相 談

通 報・
相 談

報 告

報 告

報 告

意 見

コンプライアンス通報・相談窓口（外部）
［弁護士］

コンプライアンス総括部署

■コンプライアンス統括責任者
　（理事・本部長等クラス）
■コンプライアンス責任者
　（部長等クラス）
■コンプライアンス管理者
　（課長等クラス）

報 告

報 告

報 告

役職員等（URで働く全ての者）

詳細・最新の情報はホームページをご覧ください。
コンプライアンス  https://www.ur-net.go.jp/aboutus/compliance.html

企業統治

コーポレートガバナンス

業務運営の効率性、自立性及び質の向上を図りつつ、国の政策を実現するための実施機関として政策実施機能の最大化を図
るため、関係法令等を遵守するとともに、法人の経営及び内部統制の推進等に関する重要な事項について審議を行う理事会をは
じめとする内部審議機関を設置し、加えて、外部有識者を含む事業評価監視委員会等による評価・審査等を受けるなど、内外の
視点を取り入れ、業務の適正を確保しています。
また、中期計画及び年度計画の達成状況については、UR都市機構が国土交通大臣に報告し、外部有識者の知見等を活用し
た上で国土交通大臣が評価を行い、UR都市機構に通知・公表する仕組みになっています。また、必要がある場合には、UR都
市機構に対し業務運営等の改善等が命じられることになっています。　
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